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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年３月９日 ０１時１８分ごろ 

発生場所 阪神港神戸区神戸西航路 

神戸和田岬防波堤灯台から真方位１２０°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.１′ 東経１３５°１１.４′） 

事故の概要  旅客フェリーりつりん２は、神戸西航路を南進中、また、引船第八

喜代
き よ

丸は、はしけ早
はや

一
いち

号をえい
．．

航して北東進中、りつりん２と早一号

等が衝突した。 

りつりん２は、右舷船首部に凹損等を生じ、また、早一号は、左舷

船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客フェリー りつりん２、３,６５１トン 

   １２１１５７、加藤汽船株式会社（船舶所有者）、ジャンボフ

ェリー株式会社（船舶借入人、Ａ社） 

１１５.９１ｍ×２０.００ｍ×１１.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８,８２６kＷ、平成２年３月 

Ｂ 引船 第八喜代丸、１９トン 

   ２５０－３３９８２大阪、個人所有 

   １７.９８（Lr）ｍ×３.７９ｍ×１.９６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２９４kＷ、昭和３９年９月 

Ｃ はしけ 早一号、総トン数なし  

   なし、山高運輸株式会社 

   ３６.５０ｍ×８.００ｍ×４.４０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和４２年２月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成４年３月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１月１８日 

    免状有効期間満了日 令和４年３月１１日 

  航海士Ａ 男性 ２３歳 
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三級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２８年３月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年３月１８日 

    免状有効期間満了日 令和３年３月１７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年２月７日 

    免許証交付日 平成２７年８月１１日 

           （令和２年９月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に凹損及び擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１３人が乗り組み、旅客２７４人

を乗せ、車両９２台を搭載し、平成３１年３月９日０１時０２分ご

ろ、香川県高松市高松港に向けて阪神港神戸区の岸壁を離岸した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、船長Ａが船橋前面で操船指揮をとり、

航海士Ａを見張りに、甲板手を手動操舵に、機関士の１人を機関テレ

グラフ操作にそれぞれ当て、神戸西航路（以下「本件航路」とい

う。）に向かって航行した。 

船長Ａは、機関士に速力を港内全速力まで上げるように指示し、機

関士が排気温度等を確認しながら徐々に機関回転数を上げる操作を開

始した。 

船長Ａは、０１時１５分ごろ兵庫ふ頭付近を航行中、兵庫県神戸市

和田岬の南方沖にＢ船の左舷灯を認め、Ｂ船が本件航路に入航すると

思い、Ｂ船に向けてＡ船が出航船であることを知らせる目的で探照灯

を照射した。 

航海士Ａは、０１時１６分ごろＢ船の左舷灯を認め、その後、レー

ダー画面でも東北東進するＢ船を確認した。 

船長Ａは、本件航路の西方付近に地質調査用台船（以下「調査台

船」という。）が設置されていたので、Ｂ船と右舷を対して通過する

こととして、本件航路の東側（左側）に針路を向け、航海士ＡにＡ船

が航路の東側を航行することを知らせる目的で、Ｂ船に向けて探照灯

を短く２回照射するように指示し、航海士Ａは、Ｂ船に向けて探照灯

を照射した。 

船長Ａは、０１時１７分ごろ、Ｂ船にえい
．．

航されていたＣ船を目視

で認め、Ｂ船がＣ船をえい
．．

航索で繫
つな

いで引船列（以下「Ｂ船引船列」

という。）を構成していることを知った。 
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船長Ａは、探照灯を照射したことでＡ船が本件航路の東側を航行す

ることがＢ船に伝わり、Ｂ船引船列が航路の西側を航行すると思って

いたところ、Ｂ船引船列が航路を横切るように航行していることを認

めた。 

船長Ａは、Ｂ船引船列と衝突する危険を感じ、汽笛を連続して吹鳴

させるとともに機関を全速力後進としたが、０１時１８分ごろＡ船の

右舷船首部とＢ船引船列のえい
．．

航索及びＣ船とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが航海士Ａ等に旅客の負傷の有無及び船体の損傷状

況を確認するように指示し、Ａ社に本事故の発生を報告した。 

Ａ船は、その後欠航が決定し、０３時３２分ごろ阪神港神戸区の岸

壁に着岸した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、作業員１人を乗せたＣ船を約７

０ｍのえい
．．

航索で繫いでＢ船引船列を構成し、３月８日１６時３０分

ごろ阪神港神戸区に向けて兵庫県姫路港を出港した。 

Ｂ船引船列は、法定灯火を表示し、船長Ｂが、単独で船橋当直につ

き、操舵スタンド後方で立った状態で、約４.０ノット（kn）の対地

速力で手動操舵により本件航路に向けて航行を続けた。 

船長Ｂは、９日０１時１６分ごろ、港内から出航するＡ船の灯火を

認め、Ａ船と本件航路内で行き会うことになると思い、Ａ船と左舷を

対して通過する目的で航路の東側（右側）を航行することとした。 

船長Ｂは、航路の途中から本件航路に入航し、航路の東側を航行す

べく船首を神戸第１防波堤西灯台（以下「赤灯台」という。）付近に

向けた。 

船長Ｂは、０１時１８分ごろ、赤灯台に向けて北東進中、Ａ船の速

力が思っていたよりも速く、既に防波堤入口を通過した状態であり、

また、Ａ船が本件航路の東側を航行していることを認めた。 

船長Ｂは、衝突の危険を感じて一旦航路外に出ようと右舵を取った

ものの間に合わず、Ｂ船引船列のえい
．．

航索とＡ船とが接触してえい
．．

航

索が切断し、更にＣ船の左舷船首部とＡ船とが衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船、写

真４ Ｃ船 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船を初認した際、単体で航行する小型船と認識してお

り、本件航路付近で接近した際にはＢ船がＡ船の針路を避けるべき船

舶であると思った。 

 航海士Ａは、本事故当時、レーダー画面を１.５マイルレンジにし

て見張りを行っていたが、Ｂ船がＣ船をえい
．．

航している引船列である

ことを判別していなかった。 

 船長Ｂは、港内ではＢ船引船列がＡ船を避航しなければならないこ

とを知っていたが、Ａ船が本件航路の西側を航行すると考えており、



- 4 - 

Ｂ船引船列が本件航路の東側に寄って航行すれば、Ａ船と航路内での

行き会いが可能と思っていた。 

 船長Ｂは、ふだんから港外から本件航路に入航するとき、航路の途

中から入航していた。 

 Ｃ船は、船首部及び船尾部に白色全周灯を点灯させていた。 

 調査台船は、ボーリング調査の目的で設置され、長さが約９.３

ｍ、横幅が約８.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、本件航路に向けて南進中、船長Ａが、本件航路付近で接近

した際にはＢ船がＡ船の針路を避けるべき船舶であると思い、航路に

向けて航行したことから、Ｂ船引船列のえい
．．

航索及びＣ船と衝突した

ものと考えられる。  

 船長Ａは、本件航路の西方付近に調査台船が設置されていたことか

ら、Ｂ船と行き会う際に右舷を対して通過しようと航路の東側に寄っ

て航行したものと考えられる。  

 船長Ａは、入港するＢ船を目視及びレーダーで認めていたものの、Ｂ

船引船列を単体の小型船であると認識しており、Ｂ船引船列の避航動作

を期待して衝突の直前まで減速しなかったものと考えられる。 

 Ｂ船引船列は、本件航路に向けて北東進中、船長Ｂが、Ａ船と左舷

を対して通過しようと航路を横切りながら航路の東側に向けて航行し

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。  

船長Ｂは、Ｂ船引船列が本件航路の東側に寄って航行すれば、Ａ船と

航路内での行き会うことが可能と思い、航路の東側に向けて航行を続け

たことから、Ａ船が航路の東側に向けて航行していること等のＡ船の動

静を確認していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本件航路において、Ａ船が南進中、Ｂ船引船列が

北東進中、船長Ａが、本件航路付近で接近した際にはＢ船がＡ船の針

路を避けるべき船舶であると思い、航路に向けて航行し、また、船長

Ｂが、Ａ船と航路内で行き会うことが可能と思い、左舷を対して通過

しようと航路の東側に向けて航行したため、Ａ船とＢ船引船列のえい
．．

航索及びＣ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港内等の狭い海域で他船と接近する場合は、相手船の避航のみに

期待せず、早期に減速するなど、避航措置を行うこと。  

 ・港内では、汽艇及び小型船がそれ以外の船舶を避航すること。  

 ・港内では、近距離レンジを使用するなど、レーダーレンジの調整を
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適切に行うこと。 

 ・航路内で他の船舶と行き会う場合は、原則として左舷を対して通

過するように航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒) 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

(kn) 
北 緯 東 経 

 (°-′-″） （°-′-″） 

01:11:08 34-40-32.0 135-11-41.9 201 204 7.5  

01:12:08 34-40-23.0 135-11-37.3 203 205 10.1  

01:13:08 34-40-12.8 135-11-32.0 203 205 11.1  

01:14:08 34-40-02.1 135-11-26.5 201 202 11.8  

01:14:38 34-39-56.2 135-11-23.8 200 201 12.4  

01:14:57 34-39-52.4 135-11-22.8 193 191 12.3  

01:15:04 34-39-50.7 135-11-22.7 189 186 12.3  

01:15:30 34-39-45.3 135-11-22.7 183 184 12.5  

01:16:08 34-39-37.4 135-11-22.3 182 184 12.8  

01:16:26 34-39-33.2 135-11-22.1 182 183 13.0  

01:16:38 34-39-30.7 135-11-22.1 180 182 13.2  

01:17:17 34-39-21.5 135-11-22.3 178 180 13.7  

01:17:38 34-39-16.9 135-11-22.5 178 179 13.9  

01:17:58 34-39-11.9 135-11-22.6 178 180 14.1  

01:18:04 34-39-10.5 135-11-22.6 179 181 14.0  

01:18:08 34-39-09.8 135-11-22.6 179 181 13.9  

01:18:16 34-39-07.9 135-11-22.5 180 184 13.5  

01:18:23 34-39-06.5 135-11-22.4 181 185 12.9  

01:18:28 34-39-05.6 135-11-22.3 181 186 12.4  

01:18:35 34-39-04.4 135-11-22.2 182 187 11.9  

01:18:41 34-39-03.5 135-11-22.0 184 189 11.5  

01:18:53 34-39-01.4 135-11-21.6 186 191 10.9  

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路

は真方位である。 
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写真１ Ａ船             写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                写真４ Ｃ船  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


